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１ 藤ノ木さんかく広場の取説【試行版】について               

１．この度は藤ノ木さんかく広場を利用していただきありがとうございます。利用の

前にこの藤ノ木さんかく広場の取説【試行版】をよく読んで正しく丁寧に利用してくだ

さい。みんなで楽しく利用する広場なので、近隣住民の迷惑になるようなことはできま

せん。ご了承ください。 

予約が集中して利用できないこともあります。早めの計画と調整での利用をお願いし

ます。 

こんな広場ですがどうぞよろしくお願いします。みんなの広場として大切にしてくだ

さい。 

 

 

２．藤ノ木さんかく広場は、イベント広場として新たな賑わいなどの拠点になる存在、

そして、イベントがない日は、子どもが遊んだり、地域の方々がゆっくりと過ごせるス

ペースになっていくことを目指しています。 

みんなで考え、みんなで創る。みんなで使い、みんなで楽しむ広場にするために、ワ

ークショップを重ね、この取説の策定に至りました。 
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２ 藤ノ木さんかく広場の概要                

（１）藤ノ木さんかく広場の基本情報 

 

図：藤ノ木さんかく広場の位置  
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【愛  称】  藤ノ木さんかく広場（総面積：約５００㎡） 

 

 

※利用できる範囲は、平面図のうち「イベント広場（市有地）（新設）」と記載された斜
線部分のみです。 

「ポケットパーク（既設）」とある部分は道路であるため、イベント広場の範囲を超
えて当該ポケットパークを一体的に利用したいときは、利用者が市道路管理課及び川西
警察署に道路利用の許可を得る必要があります。 

マンション側のフェンス使用につきましてはマンションの私物です。 

電源 BOX 

図：藤ノ木さんかく広場 平面図 

散水栓 
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３ 藤ノ木さんかく広場で「行ってほしいこと」             

 

 市民の皆さんにとって、より良い広場となるために、以下に示されるルールを守って

利用してください。 

 

 

広場内で「行ってほしいこと」 

 

○広場や花、ものを大切に利用する 

○周辺の安全、近隣の住民の方や参加者に配慮し、自分たちを大切にする 

○いろんな人が楽しめるようなイベントをする 

○清潔に使用する（立つ鳥跡を濁さず） 

○川西だからできることをする 
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４ イベント活動等実施の流れ                 

（１）イベント活動等実施の流れ 

申請をいただいたイベント活動等は、以下の流れで実施に至ります。活動を考えられ

ている方は、下記までお問い合わせください。 

 

1．申請 

   ・書類の書き方、空き状況、関係機関への申請・届出に関する相談 

・申請書類の提出 

（http://www.kawanishi-machi.com/fujinokihiroba/） 

    

2．準備 

   ・現地確認（安全対策、搬入出、設備などの確認） 

    

3．活動実施 

   ・利用状況の記録 

   ・当日の問い合わせへの対応 

   ・清掃・原状回復後の写真撮影による報告 

   ・設備類の返却 

 

4．実施結果の報告（原則開催後１週間以内） 

   ・実施結果の提出（アンケート） 

 

 

 

利用受付：川西市中心市街地活性化協議会 川西市小戸１丁目５－２ KSK ビル５F 

電  話：０７２－７４４－７１１２ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７２－７４４－７１１３ 

メ ー ル：info@kawanishi-machi.com   

 お気軽にご相談ください！ 

 安全でスムーズな運営が 

 できるよう準備しましょう！ 
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（2）その他必要な申請及び届出 

イベント活動等の内容によっては、関係機関への申請や届出が必要な場合があります。

申請者は、活動の実施までに調整、届出を済ませてください。 

なお、主な窓口は以下のとおりです。 

イベント活動等の内容 申請・届出内容 関係機関 電話番号 

食品を提供する活動 

（商業活動とみなされる場合） 

営業許可申請 伊丹健康福祉 

事務所  

食品薬務衛生 

課 

072-785-7463 

 

食品を提供する活動 

（商業活動とみなされない場合） 

臨時出店届 

火気器具等を使用する 

露店や屋台などの開設 

（不特定多数の人が参加するイベン

ト） 

露店等の開設届出 川西市南 

消防署 

072-757-1194 

交通渋滞など周辺道路へ影響

が考えられる活動 

事前相談 川西警察署 072-755-0110 

※内容の詳細は、各関係機関にお問い合わせください。 
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５ イベント活動等における約束ごと               

 

 許可されたイベント活動等を行っていただく皆さんには、以下に示す項目を守ってく

ださい。 

 

申請者の責務 

○イベントに関わる苦情などが出た場合は、申請者が責任を持って対応してください。 

○イベント中に事故等が発生した場合は、申請者が責任を持って対応するものとし、

人的、物的損害等に係る賠償責任は申請者の負担となります。 

○広場表面等を汚すおそれがある場合はブルーシートで養生するなどの対応をして

ください。 

○車両の搬入を行う場合は、コンクリート等のパネルを敷くなどの対応をしてくださ

い。 

○広場の構造物や設備などに損傷・汚損が発生した場合には申請者の責務とし、弁償

していただきます。 

○来場者や広場付近の通行者の安全等に十分な配慮をして利用してください。 

○申請者が持ち込んだ機材や備品等は、申請者の責任で管理してください。 

○申請者は、イベント終了後に、広場を原形に復旧する義務を負うものとします。 

○大規模なイベントの場合、必要に応じて仮説トイレの設置してください 

利用可能日及び利用可能時間 

○原則として、年間を通して利用が可能です。ただし、広場施設の改修などにより利

用できない場合は、この限りではありません。 

○広場の利用時間は原則 9 時～２０時までとします。ただし、その他の時間にイベ

ントを実施する場合は、川西市中心市街地活性化協議会と協議をお願いします。 

○イベント準備については、原則 8 時からとし、撤収についても当日の２１時まで

とします。 

 

緊急時に備えた対応 

○緊急時における緊急車両の動線確保をお願いします。 

○緊急時の来場者の避難経路を確保しつつ利用を計画してください。 

○申請者は、イベント活動における事故、スタッフや来園者のけが等、万一の場合に

備えて下さい（レクリエーション保険への加入など）。 
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周辺への駐停車・駐輪 

 〇イベント実施中は、周囲の道路への車両の駐停車をしないように、注意の呼びかけ

をお願いします。 

 ○来場者に、公共交通機関利用の案内をお願いします。 

 ○交通渋滞など周辺道路への影響が考えられるイベントを実施する場合は、事前に川

西警察署へご相談をお願いします (P７参照)。 

 ○駐輪方法にもご配慮ください。 

 

警備 

○必要に応じてイベント実施時の来場者や通行者の安全性に配慮した警備スタッフ

を適所に配置してください。 

○機材の搬出入時の安全性確保のため、必要な警備スタッフを適所に配置してくださ

い。 

 

周辺施設への周知 

○イベント活動に伴う騒音や振動などの影響が考えられる場合は、必要に応じて周辺

住民等へ、イベント開催の周知及び確認を行ってください。 
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会場清掃とごみの処理 

○イベント内容に応じては、利用区域に留まらず、広場全体及び周辺の清掃を行って

ください。 

○清掃終了後、原状回復後の写真を撮影しておいてください。 

○イベント時に発生したごみ（固体、液体）については、申請者の責任で分別回収し、

当日に持ち帰るものとします。 

○汚水を側溝に流さず、流し台下の排水溝の蓋を開けて流してください。 

○周辺住民等への影響に配慮し、イベントに係るごみは、外へ持ち出さず、利用区域

内でごみを処理するよう、看板などにて来場者への案内を徹底してください。 

 

食品の取扱い 

 〇食品を提供するイベント活動を行う場合は、伊丹健康福祉事務所 食品薬務衛生課

までご相談・必要手続きを行ってください(P７参照)。 

  

火気の取扱い 

○火気器具等（コンロ、バーナー、ストーブ、発電機など）を使用する場合は、川西

市南消防署までご相談・必要手続きを行ってください(P７参照)。 

 

騒音 

○周辺施設への配慮をお願いいたします。 

○商業宣伝を行うために、拡声器を使用することはできません。 

○苦情などが発生した場合には、やむを得ずイベント中止などの対応を求める場合が

あります。 
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６ お問い合わせ                        

 

 本ガイドラインの内容などのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

 

 

お問い合わせ先 

利用受付：川西市中心市街地活性化協議会 川西市小戸１丁目５－２ KSK ビル５F 

電  話：０７２－７４４－７１１２ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７２－７４４－７１１３ 

メ ー ル：info@kawanishi-machi.com 

 

 

著者：市民、近隣住民、イベント関係者、商業者、まちづくり会社、行政 

 

 


